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福岡市福祉局介護保険課 

 
市政記者各位 
 

介護事業所における重度化防止の取組みを支援します！ 

 

福岡市では、介護事業所における重度化防止の取組みを支援するため、下記のとおり新たに
令和８年度から「ＡＤＬ維持等加算」を取得している介護事業所に報奨金を交付します。 

また、当該加算の取得を支援するため、加算要件の解説等を行う研修会を開催します。 

 
記 

１．対象事業所 
令和８年１０月１日時点において、「ＡＤＬ維持等加算※」を取得している市内の介護事業所 

 

※ADL 維持等加算とは 

自立支援・重度化防止の観点から平成３０年度に創設された介護報酬における加算であり、

介護サービス事業所が利用者の ADL（日常生活動作）の評価や維持・改善に向けた取組み

を行い、その実績に応じて算定されるもの。 

 

２．交付額 
・ＡＤＬ維持等加算を取得している事業所に対して、一律１０万円（基礎分）を交付 

・さらに、 

要介護度の改善が認められる場合、上乗せで＋１５万円【合計２５万円】 
維持が認められる場合、上乗せで＋１０万円【合計２０万円】を交付 

 

３．申請受付期間 
令和８年１１月２日（月）～令和８年１２月２８日（月） 

※申請方法等は、１０月下旬頃に市のホームページでご案内します。 
 

４．研修会の開催について 
（１）開催日時：令和８年８月１０日（月） １４時～１６時 30 分 

（２）場    所：天神チクモクビル ４階大ホール（福岡市中央区天神３－１０－２７） 

（３）内    容：ＡＤＬ維持等加算の算定要件や、事業所での実践のポイントなどを解説 

※詳細は、別紙のチラシをご確認ください。 
 

【本件リリースに関する問い合わせ先】 
福祉局高齢社会部介護保険課 山本 
TEL 092-711-4227（内線 2151） 

 

福岡市では、人生 100 年時代の到来を見据え、誰もが心身ともに 
健康で自分らしく活躍できる社会を目指す『福岡 100』を進めて 
おります。 

『福岡 100』WEB サイト 
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